
資料３

 （目的及び設置）

第１条　公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全に資する公共下水道事業を推進するにあ

　 たり、事業の効率的かつ円滑な運営の確保に資するため、宇治市公共下水道事業懇話会

  （以下「懇話会」という。）を設置する。

 （担任事項）

第２条　懇話会は、次に掲げる事項について論議する。

 （１） 宇治市公共下水道事業の運営に関すること。

 （２） 宇治市公共下水道事業の将来計画に関すること。

 （３） その他宇治市公共下水道事業の健全な発展に関すること。

 （組織）

第３条　懇話会は、委員７人以内で組織する。

２　委員は、次の各号に規定する者のうちから市長が委嘱する。

 （１） 知識経験を有する者

 （２） 関係団体の代表者

 （３） その他市長が適当と認める者

　

 （任期）

第４条　委員の任期は、２年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

 （会長）

第５条　懇話会に会長を置く。

２　会長は、委員の互選により定める。

３　会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。

４　会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職

　 務を代理する。

 （会議）

第６条　懇話会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

２  懇話会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことが出来ない。

宇治市公共下水道事業懇話会設置要領

（宇治市下水道を考える会）



 （小委員会の設置）

第７条　懇話会は、必要があると認めたときは、小委員会を設けることができる。

２  小委員会は、会長の指名する委員で組織する。

 （意見の聴取等）

第８条　会長は、懇話会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席さ

　 せ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

 （提言）

第９条　懇話会は、必要に応じ第２条に定める事項について市長に提言することができる。

 （事務局）

第10条　懇話会の事務局は、下水道計画課に置く。

２　事務局長は、下水道計画課長をもって充てる。

 （委任）

第11条　この要領に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が懇話会に

　 諮って定める。

　　　附　則

１ この要領は、平成１７年４月１日から施行する。

２ この要領の施行後最初の懇話会の会議の招集は、第６条第１項の規定にかかわらず、市

  長が行う。


